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（
総
務
委
員
会
）

行
政
機
関
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
適
正
か
つ
効
果
的
な
活
用
に
よ
る
新
た
な
産
業
の
創
出
並
び
に
活
力
あ

る
経
済
社
会
及
び
豊
か
な
国
民
生
活
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第

四
八
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
個
人
情
報
の
適
正
か
つ
効
果
的
な
活
用
が
新
た
な
産
業
の
創
出
並
び
に
活
力
あ
る
経
済
社
会
及
び
豊
か
な
国

民
生
活
の
実
現
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
行
政
並
び
に
独
立
行
政
法
人
等
の
事
務
及
び
事
業
の
適
正
か
つ
円
滑

な
運
営
並
び
に
個
人
の
権
利
利
益
の
保
護
に
支
障
が
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
行
政
機
関
及
び
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る

個
人
情
報
を
加
工
し
て
作
成
す
る
非
識
別
加
工
情
報
を
事
業
の
用
に
供
し
よ
う
と
す
る
者
に
提
供
す
る
た
め
の
仕
組
み
を
設
け

る
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
及
び
独
立
行
政
法
人
等
非
識
別
加
工
情
報
の
提
供
の
た
め
の
公
正
・
透
明
な
手
続
と
し
て
、

提
案
の
募
集
、
提
案
の
審
査
及
び
契
約
の
締
結
な
ど
に
つ
い
て
、
適
正
な
取
扱
い
の
規
律
と
し
て
、
行
政
機
関
等
が
安
全
確

保
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
な
ど
を
定
め
る
。

二
、
行
政
機
関
非
識
別
加
工
情
報
等
に
関
す
る
仕
組
み
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
、
行
政
機
関
等
は
、
提
案
を
し
よ
う
と
す
る
者
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に
対
す
る
情
報
の
提
供
及
び
苦
情
の
適
切
か
つ
迅
速
な
処
理
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会

は
、
総
合
的
な
案
内
所
を
整
備
す
る
こ
と
、
同
委
員
会
の
行
政
機
関
及
び
独
立
行
政
法
人
等
に
対
す
る
権
限
と
し
て
、
報
告

の
要
求
、
資
料
の
提
出
の
要
求
及
び
実
地
調
査
、
指
導
及
び
助
言
並
び
に
勧
告
を
定
め
る
。

三
、
個
人
情
報
の
定
義
の
明
確
化
を
行
う
な
ど
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

四
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


